
(参考2)

(例)平成19年に積み立てて､5年を経過した場合の取扱い

∈卦積み立てた準噂金

〔ヨ:その年に有する準備金

積み立てた年
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22年 23年

農業用園蓬眉凝駒取碍
農用･地せ農業用機械等の取裔に充てた､

以下の金額の合計額の範囲内で圧縮記帳

し､必要軽費(損金)算入

①拳固金取頑強

_②その年に受領した交付金の鏡


